
キャシュレス・消費者還元事業

実施期間：２０１９年１０月より９か月間
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（2019年10月1日～2020年6月30日）
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ポイント 
還元率 対象店舗 支払方法

実質税率 
()内は 
軽減税率

5%
中小企業や個人が経営する小売、 
飲食、宿泊など

キャッシュレス

5% 
(3%)

2%
コンビニ、外食、ガソリンスタンド 
などのフランチャイズチェーン

8% 
(6%)

還元なし
上記以外の店舗 
大手スーパー、百貨店など 10% 

(8%)
すべての店舗 現金

【還元率と対象店舗及び支払方法】

直営店や大企業の加盟店↓
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【ポイント還元の対象となる事業者】
産業区分 対象

製造業 資本金３億円以下または従業員300人以下

卸売業 資本金１億円以下または従業員100人以下

小売業 資本金5,000万円以下または従業員50人以下

サービス業 
（下記の2つを除く） 資本金5,000万円以下または従業員100人以下

旅館業 資本金5,000万円以下または従業員200人以下

ソフトウェア業・ 
情報処理サービス業 資本金３億円以下または従業員300人以下

（中小企業基本法第2条に準ずる）
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【ポイント還元対象から除外される商品】

・換金性の高い商品、金融商品 

・住宅、自動車 

・収納代行サービス、代金引換サービス 

・消費税がかからないもの

→転売される可能性が高いため

→既に減税の対策がなされているため

→主に公共料金等が想定されるが、これらの 
　支払先は大企業であるケースが多いため

→そもそも消費税増税対策なので
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【ポイント還元の対象外となる機関・団体】

•  国、地方公共団体、公共法人 
•  金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、仮想通貨交換業者等 
•  風俗営業店 
•  医療機関、薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業者等 
•  学校、専修学校等 
•  暴力団等に関係する事業者 
•  宗教法人 
•  免税店 
•  法人格のない任意団体

→もともと消費税がかからない事業者が多いが、 
　仮に消費税がかかるものも対象外と考えられる。


